
住民生活課

企画財政課

生涯学習課

町営墓地（千畑・六郷地区）の永代使用料について

町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903問

　町営墓地と仙南地区墓地公園の使用者負担の均衡を図
るため、12月議会定例会において美郷町墓地条例の一
部を改正しました。
　改正した内容は、今後新たに町営墓地の使用許可を受
ける際に、墓地の永代使用料の負担をお願いするもので
す。墓地の永代使用料は次のとおりです。

※永代使用料とは…お墓を設置する「土地」を永代にわ
　　　　　　　　　たって使用する「権利」です。

　死亡等により、町営墓地等を使用している方の住所また
は氏名が変更となった場合、承継（永代使用権の引き継
ぎ）という手続きが必要となります。手続きが必要な場合
は町住民生活課までご連絡ください。

美郷町上野乙墓地

美郷町元本堂道南墓地

美郷町隠居塚共同墓地

美郷町押切共同墓地

美郷町明田地共同墓地

美郷町鑓田共同墓地

美郷町墓地公園

水道千　畑

六　郷 なし

仙　南 水道、トイレ、休憩場所（東屋）、植栽

地　区 墓地名称

20,000円

20,000円

17,500円

17,500円

17,500円

17,500円

35,000円

永代使用料／㎡ 墓地の施設設備

【参考】

■墓地の永代使用料

町企画財政課　情報統計班　☎0187（84）4901（内線2004）問

２月１日（日）に「2015年農林業センサス」を実施します
　農林業センサスは、日本の農林業や農山村地域の実態
を明らかにすることを目的とし、全国の農林業を営む全
ての農家、林家および法人を対象に５年ごとに行う調査
です。調査結果は、農林業施策の企画・立案やその推進
にあたり土台となる重要な統計データとなるほか、農山
村地域の整備等、まちづくりに欠かせない資料として利
用されます。

　調査の対象となるお宅や法人には、1月下旬に統計調
査員が伺いますので、調査へのご協力をお願いします。
なお、調査票等に記入された内容は、統計
法に基づき統計資料を作成するためだけに
使用します。その他の目的に使用すること
は一切ありません。

町教育委員会　生涯学習課　歴史文化財班（美郷町学友館内）　☎0187（84）4040

秋田県美術展覧会（県展）第12回仙北地域展を開催します
　秋田県美術展覧会は日本画、洋画、彫刻、工芸、書
道、写真、デザインの分野で構成された県内最大の公
募展です。
　学友館では、展覧会で入賞・入選した作品のうち、
美郷町・大仙市・仙北市の出品者の作品を展示します。

期　　間●１月24日㈯～３月８日㈰
会　　場●美郷町学友館
開館時間●午前９時～午後７時
　　　　　（入館は午後６時30分まで）
休 館 日●毎週月曜日
観覧料金●一般300円（高校生以下無料）

問

農林水産省・秋田県・美郷町
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福祉保健課

商工観光交流課

美郷町保健センター　☎0187（84）4900問

■加入の届出が遅れると
・被保険者証がないため、その間の医療費を全額自己負
　担しなければなりません。
・加入資格が発生した時点まで、保険税をさかのぼって
　納めなければなりません。
■脱退の届出が遅れると
・職場の社会保険等に加入するなどして国民健康保険の
　資格が無くなった後で、国民健康保険の被保険者証を
　使った場合は、国民健康保険が負担した医療費を返し
　ていただくことになります。
※お手元に職場の健康保険証が届いていなくても、職場
　の保険に加入した時点で、国民健康保険の被保険者証
　は使用できません。職場の健康保険証が届く前に受診
　する際は、国民健康保険の被保険者証を使用せず、職
　場の健康保険の手続き中である旨を医療機関等に申し
　出てください。

季節性インフルエンザワクチンの接種費用を助成しています
助 成 期 間●２月28日(土)までの接種
助成対象者●・平成８年４月２日以降に生まれた方
　　　　　　・妊娠している方
　　　　　　・心臓、腎臓、呼吸器などの機能に障がい
　　　　　　　（身体障害者手帳１級程度）のある60
　　　　　　　歳以上65歳未満の方
　　　　　　・65歳以上の方

接種回数●13歳未満の方は２回
　　　　　13歳以上の方は１回
助 成 額●１回目、２回目とも1,000円を助成します。
　　　　　※接種費用のうち、1,000円を超えた金額を
　　　　　　医療機関に支払ってください。
　　　　　※生活保護世帯の助成対象者は接種費用の全
　　　　　　額が助成されます。
接種方法●医療機関に直接予約してください。

国民健康保険への届出は速やかに
　国民健康保険に「加入するとき」や「脱退するとき」
には届出が必要です。次の必要書類を持参して、町福祉
保健課医療保険班で手続きしてください。

国民健康保険に加入するとき
・社会保険資格喪失証明書（職場等に請求してください）
・印鑑（認め印可）
国民健康保険を脱退するとき
・職場から交付された健康保険証
　（加入した方全員分、コピー可）
・国民健康保険被保険者証　・印鑑（認め印可）

町福祉保健課　医療保険班
☎0187（84）4907（内線1508・1509・1510）問

町商工観光交流課　交流・商工班　☎0187（84）4909問

　町では、町内の空き家・空き地の有効活用と定住促進
のため「美郷町空き家等情報登録制度」を設け、空き
家・空き地の情報の登録により利用を希望される方々へ

の情報公開を行っています。空き家等の情報は、随時募
集しています。詳しくは、下記までお問い合わせくださ
い。

美郷町空き家等情報登録制度をご利用ください

美郷町ホームページ

さらに詳細情報提供

情報提供申し込み空き家等情報登録

美郷町空き家情報
登録制度

町では、所有者と利用
希望者への情報提供は
行いますが、賃借･売
買のあっせん・仲介は
行っていません。交
渉・契約は所有者と利
用希望者の当事者間で
行っていただくことに
なりますので、ご了承
ください。

※

情報提供申し込み空き家等情報登録

空き家・空き地
所有者

空き家・空き地
利用希望者

美郷町ホ ムペ ジ

さらに詳細情

空き家・空空き

情報公開
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